
   
【 厚生労働大臣の定める掲示事項 】 

 

Ⅰ.当院は厚生労働大臣が定める施設基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

指定医療機関 

・難病指定医療機関（難病指定医） ・身体障害者福祉法 15条指定医   

・生活保護法等指定医療機関  

・医療措置協定締結医療機関「外来において受診歴の有無にかかわらず発熱・風邪症状のある患者を適切な感染防止策を講じた上で対応しています」 

 

Ⅱ.施設基準等に係る届出について 

当院は、関東信越厚生局長に下記の届出を行っております。 

 

＜基本診療料＞                                         ＜特掲診療料＞  

・情報通信機器を用いた診療に係る基準                    ・電子的診療情報評価料 

・外来感染対策向上加算・連携強化加算 

・サーベイランス強化加算 

・時間外対応加算 1 

・医療 DX推進体制整備加算  

 



 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.【 「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について 】 

 

当院では医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進いていく観点から 

領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる領収書を無料で発行しております。 

なお、公費負担医療の受給者で医療費の負担のないかたについても発行いたします。 

明細書は、検査や処置、使用した薬剤の名称など、診療に関する情報が記載されている大切な個人情報です。 

取り扱いにはご注意ください。また、ご家族が代理で会計する場合のその方への発行を含め、 

発行を希望されない場合はお申し出ください。 

 

【 マイナ受付に対応しています 】 

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。 

その際に情報提供に同意いただいた場合、 

取得した診療・服薬・健診情報を医師が活用して診療いたします。 

それに伴い、オンライン資格確認を実施しております。 

また、マイナ保険証の利用促進、電子処方せん及び 

電子カルテ情報共有サービス等の医療 DXにかかる取り組みを推進しております。 

（※医療ＤＸ推進の体制に 関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行う医療機関） 

 



【生活習慣に関する総合的な治療管理を行うことができる医療機関】 

 

2024年 6月 1日施行の診療報酬改定において、これまで特定疾患療養管理料の対象疾患であった 

「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」が生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱの対象疾患へと移行され、 

生活習慣病に関する総合的な治療管理を行うことができる体制を有する医療機関にて 

より専門的かつ総合的な治療管理を行うこととされました。 

当院では、問診や必要な検査を行い、患者本人と相談した上で目標を設定し、 

その目標や指導内容、検査結果等を記載した療養計画書を交付し治療に活用いたします。 

また、状態に応じて、医師の判断のもと、28日以上の処方やリフィル処方を行う場合があります。 

（※リフィル処方箋とは医師と薬剤師の適切な連携の下で一定期間内に患者の病状等を踏まえ医師が個別に判断した投与回数だけ反復使用できるものです） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ⅳ.保険外負担に関する事項について 

 

当院では、証明書・診断書などにつきまして、その利用に応じた実費の負担をお願いしております。 

 

＜診察料＞ 

1.  自費初診料   ￥2，200- 

2.  自費再診料   ￥1，100- 

 

＜診断書・書類＞ 

1.  証明書等の簡易な文書    ￥2,200- 

2.  診断書(当院書式・免許申請用等)      ￥5,500- 

3.  診断書(指定書式のもの)             ￥6,600- 

4.  診断書(複雑・特殊なもの)               ￥11,000～ 

5.  英文診断書                ￥8,800- 

6.  臨床個人調査票(新規)      ￥7,700-  ※指定難病の医療費助成の申請に必要な書類です 

7.  臨床個人調査票(更新)        ￥6,600- 

8.  身体障害者診断書・意見書           ￥8,800-  ※障害者手帳の申請に必要な書類です 

9.  障害年金診断書                    ￥6,600- 

10. 保険会社への通院証明書や診断書    ￥6,600～ 



 
＜健康診断書＞ 

1. 健康診断書(当院書式のもの) ￥5,500- 

2. 健康診断書(指定書式のもの) ￥6,600- 

3. 健康診断書(複雑なもの・施設入所用等) ￥11,000～ 

 

※健康診断書の発行のために検査があらたに必要となる場合は上記の金額に検査費用が追加されます。 

 

＜検査＞ 

1. 風疹抗体検査 ￥4,400- （風疹第５期の対象の方は助成があります） 

2. 麻疹抗体検査    ￥4,400- 

 

＜その他＞ 

1. 郵送手数料 ￥200- 

2. 通信手数料 ￥200- 

3. オンライン診察手数料(郵送料を含む) ￥500～￥1，000- 

4. 面談・相談料(健康保険適用範囲ではないもの) ￥3,500～（要した時間による） 

 

 

 



 
＜予防接種＞ 

1.インフルエンザ ￥5,500- （23区内在住の高齢者および千代田区民・我孫子市民の方は助成があります) 

 

2.肺炎球菌(ニューモバックス) ￥11，000- (65歳以上の定期接種は助成があります) 

 

3.帯状疱疹(シングリックス)  ￥23，000-（千代田区民・我孫子市民の方は助成があります） 

4.帯状疱疹(水痘ワクチン)   ￥11，000-  

 

5.麻疹・風疹混合ワクチン   ￥12，000- 

6.風疹ワクチン ￥8,800- 

7.麻疹ワクチン ￥8，800- 

 

※高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種の助成は、２３区内すべてと我孫子市のものが使用できます。 

※その他の市区町村でも償還払いが可能な場合があります。 

 

 

 

 

 



 
Ⅴ.当院の院内感染防止対策に関する取り組み事項 

「※当院は外来において受診歴の有無にかかわらず発熱・風邪症状のある患者を適切な感染防止策を講じた上で対応しています」 

 

1.院内感染対策にかかわる基本的な考え方 

 感染防止対策は安心安全な医療提供の基礎となるものです。 

 当院は感染防止対策をクリニック全体として取り組み、クリニックにかかわるすべての人々を対象として、 

 院内感染発生の予防と、その発生時における速やかな対応を行うことに努めます。 

 

2.院内感染対策にかかわる組織の業務内容 

 院内の感染対策委員会を設置し、実務を行い、また毎月１回のミーテイングを行い、 

感染対策に関する事項を検討します。院内感染対策のために職員研修、講習会は年に２回以上開催します。 

 

3.抗菌薬適正使用のための方策 

 感染専門医の意見等が反映された詳細な感染症に対する抗菌薬の適正使用マニュアルを 

 用意し、適宜参照して実務に役立てるよう配慮します。 

 

4.地域病院との連携体制 

 特に虎の門病院との連携を密に行い、必要に応じて発熱外来における検査、その後の状況により 

 入院に至るまでの対応を相談します。 


